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沖
縄
の
地
域
史
資
料
編
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
『
浦
添
市
史
』
第
二
巻
資
料
編
１
（
浦
添
の
文
献
資
料
、
一
九
八
一
年
）
の
編

集
に
深
く
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
圧
倒
的
に
前
近
代
史
料
が
不
足
し
て
い
る
現
実
を
少
し
で
も
補
う
た
め
に
、
京
都
大
学
文
学
部

所
蔵
の
「
琉
球
資
料
」
（
一
七
三
冊
）
の
中
か
ら
浦
添
に
直
接
関
係
す
る
証
文
類
九
点
を
紹
介
し
、
解
説
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
当
時
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
注
目
を
集
め
て
い
な
か
っ
た
史
料
で
あ
り
、
浦
添
関
係
と
断
定
で
き
る
と
こ
ろ
の
借
金
証
文
七
点
、
身

売
証
文
二
点
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
後
、
同
様
の
ス
タ
イ
ル
で
編
集
さ
れ
た
『
沖
縄
市
史
』
第
二
巻
（
文
献
資
料
に
み
る
歴
史
、
一
九

八
四
年
）
や
『
宜
野
湾
市
史
』
第
四
巻
資
料
編
３
（
宜
野
湾
関
係
資
料
「
一
九
八
五
年
）
に
も
深
く
関
与
し
た
が
、
『
沖
縄
市
史
』

で
は
「
琉
球
資
料
」
中
の
楚
南
村
人
の
借
金
証
文
一
点
を
掲
示
し
た
も
の
の
、
『
宜
野
湾
市
史
』
編
集
の
時
点
で
は
「
琉
球
資
料
」
中

の
証
文
類
の
す
べ
て
を
紹
介
す
る
必
要
性
を
痛
切
に
感
じ
て
い
た
た
め
に
、
同
書
に
は
八
六
点
の
証
文
類
の
す
べ
て
を
掲
載
し
短
い
コ

メ
ン
ト
を
加
え
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
後
「
琉
球
資
料
」
の
す
べ
て
の
文
書
・
記
録
類
は
『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
一
巻
、
お
よ

び
同
第
一
巻
、
二
九
八
九
年
）
の
二
冊
に
収
録
さ
れ
、
今
日
で
は
多
く
の
人
々
が
容
易
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

今
更
と
郷
楡
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
を
草
す
る
気
に
な
っ
た
の
は
、
二
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
、
『
宜

野
湾
市
史
』
第
四
巻
で
指
摘
し
た
「
琉
球
資
料
」
中
の
模
合
請
取
証
文
一
四
件
の
重
要
性
が
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
か
な
ら
ず
し
も

近
世
末
近
代
初
頭
の
琉
球
に
お
け
る
模
合
請
取
証
文
に
つ
い
て

は
じ
め
に

高
良
倉
吉
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フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
憂
え
た
か
ら
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
当
時
宜
野
湾
市
史
編
集
事
務
局
の
職
員
と
し
て
熱
心
に
仕
事
を

し
て
い
た
大
浜
洋
一
氏
が
若
く
し
て
病
没
し
た
た
め
に
、
あ
の
頃
の
苦
労
の
日
々
を
氏
の
思
い
出
と
と
も
に
引
き
寄
せ
た
い
と
思
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
琉
球
史
に
お
け
る
模
合
を
め
ぐ
る
数
少
な
い
事
例
に
再
び
光
を
あ
て
て
み
た
い
と
思
う
。

「
琉
球
資
料
」
九
三
所
収
の
模
合
請
取
証
文
の
一
つ
を
例
示
す
る
（
表
１
の
地
１
に
相
当
）
。

銅
銭
四
百
九
拾
壱
貫
文

右
は
五
拾
六
番
め
慥
に
請
取
申
候
残
て
三
拾
壱
人
え
は
前
条
同
段

申
五
月
五
日

取
主
次
ら

玉
那
覇
筑
登
之
＠

口
入
親
類
懸
て

新
垣
に
や
⑳

同
大
屋
の

島
袋
筑
登
之
⑳

同

証
文

模
合
請
取
証
文
一
四
件
の
紹
介

佐
久
川
筑
登
之
⑳
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て
「
前
条
同
断
」

登
之
が
お
り
、
宝

文
だ
と
い
え
る
。

言
い
換
え
る
と
、
受
取
金
額
・
受
取
順
番
・
残
り
受
取
人
数
．
受
取
年
月
日
・
受
取
人
・
連
帯
保
証
人
な
ど
の
項
目
を
含
む
独
立
し

た
一
件
証
文
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
に
連
関
す
る
他
の
証
文
群
の
存
在
を
前
提
に
し
て
始
め
て
解
釈
可
能
な
史
料
と
い
え
る
。
文
中

に
模
合
と
い
う
言
葉
が
二
か
所
、
す
な
わ
ち
「
模
合
人
数
中
」
と
い
う
表
現
で
登
場
す
る
が
（
表
１
の
９
．
ｍ
）
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
一
四
件
の
証
文
は
大
規
模
な
模
合
が
行
わ
れ
て
い
た
状
況
を
証
明
す
る
史
料
で
あ
り
、
借
金
証
文
や
身
売
証
文
な
ど
と
区
別
す

る
意
味
で
「
模
合
請
取
証
文
」
と
称
す
べ
き
も
の
に
当
た
る
。

以
上
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
、
「
琉
球
資
料
」
所
収
の
一
四
件
の
模
合
請
取
証
文
を
一
覧
す
る
目
的
で
表
１
を
作
成
し
た
。

銅
銭
四
九
一
貫
文
の
「
取
主
」
（
受
取
人
）
が
玉
那
覇
筑
登
之
（
「
次
ら
」
は
童
名
）
で
、
「
口
入
」
（
保
証
人
）
が
新
垣
に
や
言
親

類
懸
二
は
玉
那
覇
筑
登
之
の
親
類
側
の
保
証
人
と
し
て
、
と
の
意
味
）
・
島
袋
筑
登
之
（
「
大
屋
」
は
屋
号
）
・
佐
久
川
筑
登
之
の

一
一
一
名
で
あ
る
。
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
本
文
中
の
「
五
拾
六
番
め
」
「
残
て
三
拾
壱
人
え
は
前
条
同
段
」
に
あ
り
、
文
面
通
り
に
理
解
す

る
と
、
前
者
は
玉
那
覇
筑
登
之
が
五
一
番
目
の
「
取
主
」
で
あ
る
こ
と
、
後
者
は
玉
那
覇
筑
登
之
以
外
に
残
り
三
一
人
の
「
取
主
」
が

な
お
存
在
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
残
念
な
が
ら
「
前
条
同
断
」
は
省
略
さ
れ
て
お
り
意
味
不
明
で
あ
る
（
残
り
の
証
文
も
す
べ

て
「
前
条
同
断
」
と
表
記
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
証
文
は
一
番
か
ら
五
五
番
の
取
主
が
い
て
、
五
六
番
目
の
取
主
に
相
当
す
る
玉
那
覇
筑

登
之
が
お
り
、
そ
し
て
彼
よ
り
他
に
五
七
番
目
以
降
の
三
一
人
の
取
主
が
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
成
り
立
つ
証

－１７１－



表
１
．
模
合
請
取
証
文
一
覧

－１７２－

７ ６ ５ ４ ３ ２ １ Nｑ

一
面
七
貧
五
○
○

（
半
方
取
）

四
九
四
〃

四
九
一
〃

（
損
欠
）

四
九
三
〃

四
九
二
〃

四
九
一
貫
文

銅
銭

六
○

五
九

五
五 （
損
欠
）

五
八

五
七

五
六
番

請
取
番
号

二
七

二
八

（
損
欠
）

二
九

三
○

三
一
人

残
て

戌
九
月
五
日

戌
八
月
五
日

戌
四
月
五
日

戌
三
月
五
日

申
七
月
五
日

申
六
月
五
日

申
五
月
五
日

年
月
日

喜
屋
武
子
（
仲
原
）

む
た
宮
城
（
田
場
）

照
屋
子
（
次
男
・
樽
）

桑
江
子
（
三
男
）

た
ら
島
袋

新
垣
に
や

玉
那
覇
筑
登
之
（
次

ら
） 取
主

佐
久
川
筑
登
之
、
屋
比
久
筑
登
之
（
兄
）
、

島
袋
筑
登
之
（
親
類
懸
て
）

新
垣
に
や
（
親
類
）
、
玉
那
覇
か
な
、
吉
本

子
吉
慎

か
な
玉
那
覇
、
照
屋
子
（
前
原
の
嫡
子
・
仁

王
）
、
照
屋
筑
登
之
（
親
類
懸
て
・
原
（
欠
）

亀
）

桑
江
筑
登
之
（
嫡
子
・
兄
）
、
大
城
筑
登
之

親
雲
上
（
三
男
）
、
大
城
筑
登
之
親
雲
上

（
親
類
懸
て
・
嫡
子
）

か
め
島
袋
、
新
垣
に
や
（
親
類
懸
て
）
、
新

垣
筑
登
之

む
た
宮
城
、
た
ら
島
袋
、
玉
那
覇
筑
登
之

（
親
類
懸
て
）

新
垣
に
や
（
親
類
懸
て
）
、
島
袋
筑
登
之

（
大
屋
の
）
、
佐
久
川
筑
登
之

口
入
そ
の
他



（
注
）
『
宜
野
湾
市
史
』
第
四
巻
二
六
六
～
二
七
一
ペ
ー
ジ
、
『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
一
巻
皿
・
琉
球
資
料
上
六
一
一
五
～
六
二
七
ペ
ー
ジ
参
照
。
『
那

覇
市
史
』
は
「
琉
球
資
料
」
の
綴
じ
掲
載
順
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
本
表
で
は
証
文
分
類
の
便
宜
を
考
慮
し
て
『
宜
野
湾
市
史
』
の
配
列
を
踏

襲
し
た
。
な
お
、
証
文
の
読
み
は
『
那
覇
市
史
』
に
よ
っ
て
若
干
補
訂
し
た
。

’
五
○
○
〃
’

－１７３－

1４ 1３ １２） 1１ 1０ ９ ８

五
○
一
〃

五
○
○
〃

四
九
九
〃

四
九
八
〃

四
九
七
〃

四
九
六
〃

一
一
四
七
貧
五
○
○

（
半
方
取
）

一ハーハ

六
五

六
四

一ハーーー

一ハーー

一
ハ
ー

六
○

二
四

二
五 －

－レ

ノ、

二
七

亥
三
月
五
日

亥
二
月
五
日

亥
一
月
五
日

戌
一
二
月
五

日 戌
一
一
月
五

日 戌
一
○
月
五

日 戌
九
月
五
日

（
損
欠
）
（
模
合
人

数
中
）

照
屋
子
（
取
主
当
真

の
思
戸
名
代
仁
王
）

国
頭
子

久
田
筑
登
之

御
物
取
（
模
合
人
数

中
）

御
物
取
（
模
合
人
数

中
）

照
星
筑
登
之
親
雲
上

（
宿
主
）

（
損
欠
）

照
屋
子
喜
重
（
次
男
・
樽
）
、
か
な
玉
那
覇
、

照
屋
筑
登
之
親
雲
上
（
親
類
懸
て
・
宿
主
）

む
た
知
念
、
大
城
筑
登
之
親
雲
上
（
三
男
）
、

屋
比
久
筑
登
之
（
親
類
懸
て
・
兄
）

照
屋
筑
登
之
親
雲
上
（
親
類
懸
て
・
樽
）
、

小
橋
川
子
（
樽
）
、
照
屋
子
（
樽
）

（
記
戦
な
し
）

（
記
載
な
し
）

大
城
筑
登
之
親
雲
上
（
三
男
）
、
屋
比
久
筑

登
之
（
兄
）
、
久
田
筑
登
之
（
親
類
懸
て
）



そ
う
考
え
る
と
、
恥
１
～
３
グ
ル
ー
プ
の
証
文
は
、
請
取
番
号
・
「
残
て
」
人
数
の
規
則
性
・
法
則
性
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

前
後
に
表
２
の
よ
う
な
証
文
群
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
一
連
の
証
文
類
の
一
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

す
る
。

十
二
支
と
月
日
の
表
記
を
手
が
か
り
に
す
る
と
、
一
四
件
の
証
文
は
恥
１
～
３
と
恥
４
～
ｕ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

前
者
は
申
年
の
五
月
五
日
・
六
月
五
日
・
七
月
五
日
と
連
続
し
て
お
り
、
請
取
番
号
が
五
六
・
五
七
・
五
八
番
の
順
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
「
残
て
」
人
数
も
三
一
・
一
一
一
○
・
一
一
九
人
と
い
う
法
則
性
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
戌
年
の
三
月

五
日
・
四
月
五
日
（
五
月
・
六
月
・
七
月
の
各
五
日
の
分
が
欠
）
・
八
月
五
日
・
九
月
五
日
（
半
方
取
が
二
件
、
な
お
解
釈
は
後
述
）
・

一
○
月
五
日
・
一
一
月
五
日
・
一
二
月
五
日
・
翌
亥
年
の
一
月
五
日
・
一
｜
月
五
日
・
三
月
五
日
と
い
う
規
則
性
が
あ
り
、
請
取
番
号
は

五
五
～
六
六
番
（
五
四
番
、
五
六
～
五
八
番
は
欠
）
、
「
残
て
」
人
数
は
三
一
一
～
一
一
一
人
（
一
一
一
一
一
一
人
、
一
一
一
一
～
一
一
九
人
は
欠
）
と
い
う
連

続
性
が
見
ら
れ
る
。
申
年
の
次
は
酉
年
、
そ
の
次
は
戌
年
で
あ
る
か
ら
、
恥
１
～
３
と
胸
４
～
ｕ
の
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
請
取
番
号
・

「
残
て
」
人
数
を
照
合
す
る
と
、
両
者
に
連
続
性
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
別
系
統
の
二
つ
の
文
書
群
と
し
て
扱
う
こ
と
と

二
模
合
請
取
証
文
の
全
体
状
況
の
想
定
（
そ
の
１
）
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「｜
卯
一
○
月
五
日

‐
１
１

■｜
鳫 |zｌ
「
’

一
一
一
月
五
日
一

‐
Ｉ

Ｌ
‐

’
’
一
月
五
日

「
１
１

■
「

｜
鳫

『
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
－
１
１
１
１
－
－
－
－
－
－
’

’
九
月
五
日
一 liil

１
１

五
月
五
日
Ｉ

１
１

表
２
．
模
合
請
取
証
文
群
の
推
定
（
血
１
～
３
グ
ル
ー
プ
の
場
合
）

ＦF’'三’ 一
公
Ｉ
Ｉ

’
’

八
五
一
Ｉ

戻口’ 厄

F’

「
四
２
．
日

－
１

【

一
七
月
五
日
一 '1１

三
店
Ⅲ
眉

’’
九
月
五
日
－
１

［【
…
「
Ｉ
Ｉ

に

｜
請
取
番
号|言｜

’ Ｉｌ
Ｅ
ト|ITｌF’

■’一ハーハ’
’
１
１辰盾■''三

Ｌ’

‐
’

’
五
血
Ｉ 芦’ 間１’

五
月
五
日
－
１

【

！
｜
‐
Ｉ'１１

ｌ
「

五
月
五
日
一

「
Ｉ

F’Ｆ’,三
' 「

残
て
人
数
一

一
Ｉ

一
五
六
人

霊
Ｉ
Ｉ

五
五
一F’Ｐ|ILJ

一
四
八

厚|薑
－１７５－

一
二
月
五
日

’
一
月
五
日

’
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

七
月
五
日

六
月
五
日

五
月
五
日

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

辰
一
月
五
日

一
二
月
五
日

一
一
月
五
日

卯
一
○
月
五
日

年
月
日

一
五

一
四

一
○ 九 八 七 六 五 四

一

一

一

一
番

請
取
番
号

七
二

七
三

七
四

七
五

七
六

七
七

七
八

七
九

八
○

八
一

八
二

八
三

八
四

八
五

八
六
人

残
て
人
数

三
月
五
日

二
月
五
日

午
一
月
五
日

一
二
月
五
日

一
一
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

七
月
五
日

六
月
五
日

五
月
五
日

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

巳
一
月
五
日

年
月
日

三
○

二
九

二
八

二
七 一

六

二
五

二
四

二
○

一
九

一
八

一
七

一
六
番

請
取
番
号

五
七

五
八

五
九

六
○

一
ハ
ー

一ハーー

一ハーーー

六
四

六
五

一
ハ
ー
ハ

六
七

六
八

六
九

七
○

七
一
人

残
て
人
数

六
月
五
日
．

五
月
五
日

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

未
一
月
五
日

’
二
月
五
日

一
一
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

七
月
五
日

六
月
五
日

五
月
五
日

午
四
月
五
日

年
月
日

四
五

四
四

四
三

四
二

四
一

四
○

三
九

三
八

三
七

一
一
二
ハ

三
五

三
四

三
一
番

請
取
番
号

四
二

四
三

四
四

四
五

四
六

四
七

四
八

四
九

五
○

五
一

五
二

五
三

五
四

五
五

五
六
人

残
て
人
数



申
七
月
五
日

申
六
月
五
日

１

筐
「
。

’
１
１
１
‐
‐

’
一
一
一
月
五
日
一

１’
九
月
五
日
－
１ に

【’
六
一
一
‐

Ｉ
‐

ｌ￣￣

fiJ

五
八
番

匡

五
六
番

橇 厚

｜
■

后
○
・

戸

四
六
番

'三ｌ
－ｌF■

二
九
人

一
ミ
ー
し

三
一
人

Ｅ
Ｆ

1薑 |完J-lに 厄 ：

‐

一
○
月
五
日
－
１ ｜
…

一
Ｎ

【 Ｅ

酉
一
月
五
日
一

r’
Ｆ

'三
J’ '三 厚

F■ ＦＦ|I’

［ 「Ⅱ|
’̄「’

｜
｜
…

Ｉ
１

‐
■

’
九
月
五
日
－

１
「

■

世 ■
Ｉ
■

盾
信
一

六
月
五
日
一

…

|￣
，｜
ニー」 「|￣ .■「Ｆ

Ｆ

Ｆ
|￣’

|’
|￣

,’|￣,’ [（

｜
「
一

Ｆ
１

■
ｌ

Ｅ
ｒ
」 『■|￣后

辰

－１７６－

二
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

申
七
月
五
日

申
六
月
五
日

申
五
月
五
日

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

申
一
月
五
日

一
二
月
五
日

二
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

未
七
月
五
日

一ハ一一

一
ハ
ー

六
○

五
九

五
八
番

五
七
番

五
六
番

五
五

五
四

五
三

五
二

五
一

五
○

四
九

四
八

四
七

四
六
番

二
五

一一一ハ

二
七

二
八

二
九
人

三
○
人

三
一
人

＝
一

一

三
四

三
五

一一二ハ

三
七

三
八

三
九

四
○

四
一
人

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

戌
一
月
五
日

一
二
月
五
日

一
一
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

七
月
五
日

六
月
五
日

五
月
五
日

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

酉
一
月
五
日

申
一
二
月
五
日

七
九

七
八

七
七

七
六

七
五

七
四

七
三

七
二

七
一

七
○

六
九

六
八

六
七

一
ハ
ー
ハ

六
五

六
四

六
三
番

八 九

一
○

一
四

一
五

一
一
ハ

一
七

一
八

一
九

二
○

二
四
人

’
二
月
五
日

二
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

七
月
五
日

六
月
五
日

戌
五
月
五
日

八
七

八
六

八
五

八
四

八
三

八
二
・

八
一

八
○
番

○
一

一

一 四 五
二一

′、

七
人



'７眉

ｒ
Ｌ
－
月
匝
日
「

一
Ｅ
旧
眉

一
年
月
日

卯
年
一
○
月
か
ら
戌
年
一
二
月
ま
で
の
計
七
年
と
二
か
月
に
ま
た
が
る
長
期
の
証
文
群
で
あ
り
、
単
純
計
算
す
る
と
延
べ
人
数
に
し

て
八
七
人
（
あ
る
い
は
八
七
番
目
）
の
取
主
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
胸
１
～
３
の
証
文
は
模
合
期
間
の
ほ
ぼ
半
ば
、
つ
ま
り
申
年

の
五
～
七
月
の
三
回
分
の
請
取
証
文
に
相
当
す
る
こ
と
が
判
る
。
残
存
す
る
そ
の
一
一
一
件
の
証
文
に
記
さ
れ
る
請
取
金
額
は
、
銅
銭
で
そ

れ
ぞ
れ
四
九
一
・
四
九
二
・
四
九
一
一
一
貫
文
で
あ
る
か
ら
、
一
回
分
の
請
取
平
均
値
を
四
九
二
貫
文
と
し
て
算
出
し
、
こ
れ
に
八
六
月

（
七
年
十
二
月
）
を
掛
け
る
と
、
総
額
に
し
て
四
万
二
一
一
一
一
二
貫
文
と
い
う
途
方
も
な
い
巨
額
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
持
つ

経
済
行
為
と
し
て
想
定
で
き
る
の
は
唯
一
模
合
の
み
で
あ
り
、
残
存
す
る
上
記
三
件
の
証
文
（
恥
１
～
３
）
は
、
何
ら
か
の
ル
ー
ル
に

も
と
づ
い
て
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
請
取
順
で
模
合
金
額
を
順
次
取
得
す
る
際
に
、
そ
の
取
得
者
が
出
し
た
と
こ
ろ
の
領
収
書
相
当

の
文
霄
、
に
当
た
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
模
合
請
取
証
文
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
。

表
３
．
模
合
請
取
証
文
群
の
推
定
両
４
～
川
グ
ル
ー
プ
の
場
合
〉

同
様
の
理
解
に
立
っ
て
、
胸
４
～
ｕ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
そ
の
前
後
の
証
文
群
を
想
定
す
る
た
め
に
作
成
し
た
の
が
表
３
で
あ
る
。

三
模
合
請
取
証
文
の
全
体
状
況
の
想
定
（
そ
の
２
）
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‐
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番
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午
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｢Ｚ１
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人
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六
月
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日
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‐
Ｉ
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’
二
月
五
日

一
一
月
五
日

巳
一
○
月
五
日

年
月
日

￣

一

一
二

一
番

請
取
番
号

八
四

八
五

八
六
人

残
て
人
数

三
月
五
日

二
月
五
日

午
一
月
五
日

年
月
日

六 五
四
番

請
取
番
号

八
一

八
二

八
三
人

残
て
人
数

六
月
五
日

五
月
五
日

午
四
月
五
日

年
月
日

九 八

七
番

請
取
番
号

七
八

七
九
‐

八
○
人

残
て
人
数
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五
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一
○
月
五
日
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日
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四
四
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九
「
・
Ｉ

'三’’'三l薑

五
六

五
七
三

‐
Ｉ

■

‐
五
Ｐ

１１
「

戌
八
月
五
日 『

１
１

戌
四
月
五
日
一

戌
三
月
五
日 『

￣｜

|R■

■
１
１

’一一一月五日一

八
月
五
日

六
○
番

五
九
番

’五バ
ー
Ｉ|蟇 |薑

五
四
番

'三J

’
’

’
四
吃
。

Ｅ
」
ｋ
ｌ

二
八
人 旨’'－－ '三

F，

三
一
一
一
人 '三’|＝

’

■

四
○
’
１

－１７８－

一
一
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

七
月
五
日

六
月
五
日

五
月
五
日

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

未
一
月
五
日

一
二
月
五
日

二
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

午
七
月
五
日

一一一ハ

二
五

二
四

二
○

一
九

一
八

一
七

一
一
ハ

一
五

一
四

’
○
番

一
ハ
ー

一ハーー

一ハーーー

六
四

六
五

一
ハ
ー
ハ

六
七

六
八

六
九

七
○

七
一

七
二

七
三

七
四

七
五

七
六

七
七
人

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

酉
一
月
五
日

一
二
月
五
日

一
一
月
五
日

’
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

七
月
五
日

六
月
五
日

五
月
五
日

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

申
一
月
五
日

未
一
二
月
五
日

四
三

四
二

四
一

四
○

三
九

三
八

三
七

一一二ハ

三
五

三
四

三
○

二
九

二
八

二
七
番

四
四

四
五

四
六

四
七

四
八

四
九

五
○

五
一

五
二

五
三

五
四

五
五

五
六

五
七

五
八

五
九

六
○
人

戌
九
月
五
日

戌
八
月
五
日

七
月
五
日

六
月
五
日

五
月
五
日

戌
四
月
五
日

戌
三
月
五
日

二
月
五
日

戌
一
月
五
日

一
二
月
五
日

一
一
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

七
月
五
日

六
月
五
日

酉
五
月
五
日

六
○
番

五
九
番

五
八

五
七

五
六

五
五
番

五
四
番

五
三

五
二

五
一

五
○

四
九

四
八

四
七

四
六

四
五

四
四
番

二
七
人

二
八
人

二
九

三
○

三
二
人

三
三
人

三
四

三
五

一一二ハ

三
七

三
八

三
九

四
○

四
一

四
二

四
三
人



巳
年
一
○
月
か
ら
子
年
一
二
月
ま
で
、
表
２
同
様
に
七
年
と
二
か
月
に
ま
た
が
る
模
合
で
あ
り
、
延
べ
人
数
に
し
て
八
七
名
の
取
主

が
想
定
で
き
る
。
「
半
方
取
」
は
請
取
金
額
の
五
○
％
を
取
得
す
る
権
利
の
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
る
の
で
、
二
者
を
合
計
し
た
金
額

を
一
月
分
と
仮
定
し
て
、
表
１
か
ら
一
月
分
の
請
取
金
額
の
平
均
値
は
四
九
七
貫
文
、
こ
れ
に
八
六
月
（
七
年
十
二
月
）
を
掛
け
る
と
、

単
純
計
算
で
延
べ
金
額
に
し
て
四
万
二
七
四
二
貫
文
と
い
う
規
模
の
模
合
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
計
で
き
る
。

亥
三
月
五
日

亥
二
月
五
日

亥
一
月
五
日
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１
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１

幟
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戌
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ヨ lil
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七
月
五
日

六
月
五
日

五
月
五
日

四
月
五
日

亥
三
月
五
日

亥
二
月
五
日

亥
一
月
五
日

戌
一
二
月
五
日

戌
二
月
五
日

戌
’
○
月
五
日

七
○

六
九

六
八

六
七

一
ハ
ー
ハ

六
五
番

六
四
番

六
三
番

六
二
番

六
一
番

一
七

一
八

一
九

二
○

二
二
人

二
三
人

二
四
人

二
五
人

二
六
人

五
月
五
日

四
月
五
日

三
月
五
日

二
月
五
日

子
一
月
五
日

’
二
月
五
日

一
一
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

亥
八
月
五
日

八
○

七
九 七

八

七
七

七
六

七
五

七
四

七
三

七
二

七
一
番

七 八 九

一
○

一
四

一
五

一
六
人

’
二
月
五
日

’
一
月
五
日

一
○
月
五
日

九
月
五
日

八
月
五
日

七
月
五
日

子
六
月
五
日

八
七

八
六

八
五

八
四

八
三

八
二

八
一
番

○
－

－

－

－

￣ 四 五

六
人



①
証
文
の
一
元
的
保
管
者
の
存
在

模
合
請
取
証
文
を
検
討
し
て
得
ら
れ
る
結
論
の
一
つ
は
、
取
主
・
ロ
入
の
氏
名
の
欄
に
ほ
ぼ
例
外
な
し
に
押
印
（
黒
印
）
も
し
く
は

栂
印
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
類
は
写
し
で
は
な
く
原
本
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
取
主
が
自
ら
印
を
押
し
、
口
入
の
押
印
・

栂
印
を
揃
え
た
う
え
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
を
提
出
す
る
相
手
方
が
存
在
し
た
。
そ
の
保
管
者
の
元
で
、
こ
れ
ら
の
証
文
類
が

模
合
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
期
間
が
七
年
余
の
長
期
に
及
ぶ
と
同
時
に
、
参
加
メ
ン
バ
ー
（
請
取
順
番
の
権
利
保
持
者
）
が
延
べ
人

数
に
し
て
九
○
人
近
く
に
及
び
、
か
つ
ま
た
請
取
金
額
の
総
額
が
四
万
二
○
○
○
貫
文
を
超
え
る
巨
額
の
模
合
が
存
在
し
た
と
い
う
こ

と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
の
模
合
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
や
地
域
の
問
題

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
各
証
文
の
文
面
に
明
確
な
手
が
か
り
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
重
々
承

知
の
う
え
で
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

「
琉
球
資
料
」
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
京
都
大
学
に
収
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
未
だ
に
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
『
那
覇
市

史
』
資
料
篇
第
一
巻
、
の
解
題
で
田
名
真
之
氏
は
、
京
大
側
の
「
入
手
の
経
緯
他
詳
細
は
不
明
」
と
し
た
う
え
で
、
京
大
が
大
正
九
年

（
一
九
二
○
）
五
月
二
○
日
に
一
括
購
入
し
て
受
け
入
れ
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
一
塊
に
扱
わ
れ
た
文
書
群
が
存
在
し
た
こ

と
を
想
定
し
、
そ
の
背
景
に
横
た
わ
る
状
況
認
識
と
し
て
、
「
明
治
～
大
正
期
、
沖
縄
か
ら
中
央
へ
と
、
王
府
時
代
の
古
文
書
を
取
り

扱
う
人
々
が
存
在
し
て
い
た
」
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
妥
当
な
認
識
だ
と
思
う
。
な
お
、
念
の
た
め
に
付
け
加
え
る
と
、
『
那
覇

市
史
』
は
模
合
請
取
証
文
を
含
む
証
文
関
係
文
書
に
つ
い
て
特
に
解
説
を
付
し
て
い
な
い
。

四
模
合
請
取
証
文
を
め
ぐ
る
問
題
点
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必
要
な
期
間
、
一
元
的
に
確
保
さ
れ
て
い
た
可
能
性
に
ま
ず
は
着
目
し
た
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
請
取
証
文
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
そ
れ
の
提
出
者
個
々
人
の
手
元
に
残
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
金
銭
出
納
上

の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に
、
模
合
参
加
メ
ン
バ
ー
全
員
の
請
取
証
文
を
一
元
的
に
保
管
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
注
目

す
べ
き
点
は
、
請
取
証
文
に
は
差
出
人
・
保
証
人
の
名
は
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
証
文
の
受
取
人
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の

理
由
と
し
て
想
定
で
き
る
の
は
、
す
べ
て
の
証
文
の
受
取
人
が
同
一
人
で
あ
る
た
め
に
こ
れ
を
省
略
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
参
加
メ
ン

バ
ー
全
員
が
提
出
す
る
証
文
を
一
元
的
に
管
理
す
る
責
任
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
模
合
全
体
を
差
配
す
る
存
在
と

し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
い
わ
ゆ
る
座
元
の
み
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
恥
１
～
３
と
恥
４
～
ｕ
の
証
文
類
は
、
座
元
の
役
を
勤
め
て
い

た
個
人
も
し
く
は
そ
の
家
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
者
も
し
く
は
家
に
は
表
２
．
表
３

で
想
定
し
た
膨
大
な
模
合
請
取
証
文
が
か
っ
て
保
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
不
要
に
な
っ
た
か
、
さ
も
な
く
ば
そ
の
者
・
家
が
証
文
類

の
保
管
・
伝
承
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
時
点
に
お
い
て
破
棄
さ
れ
、
そ
の
中
の
ご
く
一
部
が
琉
球
関
係
資
料
群
に
プ
ー
ル
さ
れ
た
後

で
、
大
正
九
年
に
お
い
て
そ
れ
を
京
大
が
取
得
し
た
、
と
い
う
流
れ
を
想
定
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
模
合
請
取
証
文
は
、
少
な
く
と
も
大
正
九
年
を
さ
ら
に
遡
る
時
点
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
横
た
わ
る
問
題
と
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、
模
合
の
終
了
と
証
文
を
確
保
・
担
保
す
る
こ
と
が
不
必
要
と

な
っ
た
状
況
、
そ
し
て
ま
た
座
元
の
家
に
お
い
て
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
証
文
を
破
棄
す
る
と
い
う
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
念
頭
に
園
く
な
ら
ば
、
模
合
請
取
証
文
が
有
効
と
さ
れ
た
段
階
、
言
い
換
え
る
と
、
大
規
模
な
模
合
行
為
が
行

わ
れ
て
い
た
期
間
お
よ
び
模
合
終
了
後
に
出
納
上
の
ト
ラ
ブ
ル
が
も
は
や
生
じ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
時
点
ま
で
を
有
効
期
間
と
想
定
で

き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
無
効
化
が
京
大
が
取
得
し
た
大
正
九
年
よ
り
二
○
年
先
だ
っ
た
と
し
て
も
、
明
治
時
代
中
期
よ
り
以
前
に
遡
る

証
文
で
あ
る
可
能
性
を
漠
然
と
で
は
あ
る
が
想
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
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例
え
ば
、
年
代
が
判
明
し
て
い
る
「
琉
球
資
料
」
九
六
所
収
の
庚
辰
年
（
明
治
一
三
Ⅱ
一
八
八
○
）
三
月
の
勢
理
客
筑
登
之
親
雲
上

の
借
金
証
文
（
『
那
覇
市
史
』
琉
球
資
料
上
六
四
四
ペ
ー
ジ
）
や
、
「
琉
球
資
料
」
九
五
所
収
の
光
緒
八
年
（
明
治
一
五
）
二
月
の
勢
理

客
子
の
借
金
証
文
（
『
那
覇
市
史
』
六
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
、
但
し
金
額
表
示
は
「
新
銅
貨
」
で
記
載
さ
れ
て
い
る
）
、
同
九
五
所
収
の
光
緒
一
二

年
（
明
治
一
九
）
九
月
の
楚
南
村
の
借
金
証
文
（
『
那
覇
市
史
』
六
一
一
一
二
～
六
一
一
一
三
ペ
ー
ジ
）
な
ど
の
署
名
人
の
表
記
法
は
明
ら
か
に

近
世
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
九
五
所
収
の
明
治
二
○
年
一
月
の
浦
添
間
切
伊
祖
村
の
松
木
伐
採
許
可
願
（
『
那
覇
市
史
』
六
三
五

ペ
ー
ジ
）
や
、
同
九
五
の
戊
辰
年
（
明
治
一
一
一
一
）
我
如
古
磨
津
の
借
用
証
（
『
那
覇
市
史
』
六
三
三
～
六
三
四
ペ
ー
ジ
）
な
ど
は
完
全

に
近
代
的
な
表
記
法
に
な
っ
て
い
る
。

別
の
角
度
か
ら
年
代
を
考
証
し
て
み
た
い
。

模
合
請
取
証
文
の
金
額
の
す
べ
て
が
銅
銭
で
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
取
主
や
ロ
入
の
氏
名
の
表
記
法
に
「
筑
登
之
」
「
に
や
」
「
子
」

「
筑
登
之
親
雲
上
」
と
い
う
位
階
名
、
あ
る
い
は
「
む
た
宮
城
」
の
よ
う
に
童
名
を
冠
頭
に
置
く
表
記
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
に
着
目
す
る
と
、
文
面
は
全
体
に
近
世
的
と
規
定
し
う
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
屋
号
の
使
用
、
続
柄
を
示
す
「
三
男
」
「
次
男
」
「
兄
」

「
嫡
子
」
な
ど
の
表
記
法
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
玉
那
覇
か
な
」
「
吉
本
子
吉
慎
」
「
照
屋
子
仁
王
」
「
照
屋
子
喜
重
」
な

ど
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
近
代
期
の
も
の
と
見
ら
れ
る
表
記
法
も
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
を
た
だ
ち
に
近
世
期
の
も
の
と
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
宜
野
湾
市
史
』
の
解
題
で
私
は
「
近
世
末
期
か
ら
琉
球
処
分
期
二
九
世
紀
二
○
～
七
○
年
代
）
を
想
定

し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
二
六
六
ペ
ー
ジ
）
と
し
た
が
、
証
文
の
期
間
幅
が
七
年
と
二
か
月
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

近
世
期
の
ス
タ
イ
ル
を
保
持
し
つ
つ
近
代
期
の
表
記
法
が
登
場
す
る
時
期
を
含
む
時
点
、
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
の
再
考
が
必
要
だ
ろ

-

つ
｡

②
証
文
の
年
代
推
定
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『
宜
野
座
村
誌
』
第
四
巻
資
料
編
Ⅱ
（
文
献
資
料
上
、
一
九
八
八
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
同
地
域
で
発
掘
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
土
地

関
係
証
文
類
や
借
金
証
文
類
の
例
を
見
る
と
、
光
緒
八
年
（
明
治
一
五
Ⅱ
一
八
八
二
）
四
月
の
漢
那
村
山
田
仕
明
帳
（
同
一
三
四
～

一
三
六
ペ
ー
ジ
）
の
署
名
人
の
表
記
法
は
近
世
的
な
様
式
で
あ
る
が
、
明
治
二
○
年
（
一
八
八
七
）
九
月
の
徳
吉
小
の
小
仕
明
帳
（
同

一
一
一
一
七
～
一
三
九
ペ
ー
ジ
）
や
、
同
一
一
一
年
九
月
の
金
武
間
切
漢
那
村
小
仕
明
帳
（
同
一
一
一
一
九
～
一
四
一
ペ
ー
ジ
）
、
同
一
一
一
一
年
八
月

の
土
地
譲
渡
代
金
の
請
取
証
文
（
同
一
四
一
～
一
四
三
ペ
ー
ジ
）
な
ど
は
完
全
に
近
代
的
な
様
式
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

以
上
の
事
例
を
参
考
に
一
定
の
見
通
し
を
提
示
す
れ
ば
、
琉
球
処
分
後
の
明
治
一
○
年
代
ま
で
は
近
世
的
様
式
が
近
代
的
様
式
を
含

み
つ
つ
継
続
し
て
お
り
、
明
治
二
○
年
代
に
な
っ
て
近
代
的
な
様
式
に
完
全
に
転
換
し
て
い
く
と
い
う
変
化
プ
ロ
セ
ス
を
想
定
す
る
こ

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
山
４
～
ｕ
の
模
合
請
取
証
文
は
、
明
治
一
○
年
代
を
基
準
に
そ
の
成
立
年
代
を
検
討
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

表
３
で
想
定
し
た
全
証
文
の
十
二
支
を
明
治
一
○
年
代
の
該
当
す
る
年
に
割
り
付
け
る
と
、
そ
の
結
果
は
明
治
一
四
年
巳
（
一
八
八
二

・
同
一
五
年
午
・
同
一
六
年
末
・
同
一
七
年
申
・
同
一
八
年
酉
・
同
一
九
年
戌
・
同
二
○
年
亥
・
同
一
二
年
子
（
一
八
八
八
）
に
相
当

す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
想
定
が
妥
当
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
胸
４
～
ｕ
を
含
む
全
証
文
が
作
成
さ
れ
た
年
代
は
明
治
一
四
年
一
○
月
か

ら
同
二
一
年
一
二
月
ま
で
の
七
年
二
か
月
で
あ
り
、
残
存
す
る
八
件
の
証
文
（
恥
４
～
ｕ
）
は
明
治
一
九
年
戌
（
一
八
八
六
）
の
一
一
一
・

四
・
八
・
九
・
一
○
・
一
一
・
一
一
一
の
各
月
、
お
よ
び
翌
一
一
○
年
亥
の
一
・
二
の
各
月
の
請
取
証
文
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
恥
１
～
３
の
証
文
が
肋
４
～
ｕ
に
近
い
時
点
の
成
立
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
る
と
、
琉
球
処
分
以
前
と
し
た
場
合
は
同

治
六
年
卯
（
慶
応
一
一
一
Ⅱ
一
八
六
七
）
か
ら
同
一
三
年
戊
（
明
治
七
Ⅱ
一
八
七
四
）
ま
で
の
七
年
余
で
あ
り
、
残
存
の
三
件
は
同
治
一
一

年
申
（
明
治
五
Ⅱ
一
八
七
一
一
）
の
五
・
六
・
七
の
各
月
の
請
取
証
文
に
当
た
る
。
琉
球
処
分
後
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
は
、
明
治
一
一
一

年
卯
（
一
八
七
九
）
か
ら
同
一
九
年
戌
（
一
八
八
六
）
に
ま
た
が
る
証
文
と
な
り
、
残
存
す
る
三
件
は
明
治
一
七
年
申
（
一
八
八
四
）

と
が
可
能
で
あ
る
。
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③
模
合
が
行
わ
れ
た
地
域
の
問
題

大
規
模
な
こ
う
し
た
模
合
が
行
わ
れ
た
地
域
や
範
囲
に
つ
い
て
、
『
宜
野
湾
市
史
』
の
解
説
で
は
「
沖
縄
本
島
、
と
く
に
中
南
部
の

い
ず
れ
か
の
地
域
」
（
一
一
六
六
ペ
ー
ジ
）
と
コ
メ
ン
ト
す
る
に
と
ど
め
た
。
模
合
請
取
証
文
に
地
域
推
定
の
手
が
か
り
が
全
く
含
ま
れ

て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
た
が
、
沖
縄
島
中
南
部
と
推
定
し
た
の
は
、
「
琉
球
資
料
」
所
収
の
各
種
証
文
類
に
宜
野
湾
・
浦
添
両
間
切
に

係
わ
る
も
の
が
多
い
こ
と
、
ま
た
、
借
金
の
貸
主
と
し
て
浦
添
間
切
前
田
村
居
住
の
内
間
家
と
い
う
素
封
家
の
存
在
が
際
立
っ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
大
規
模
な
こ
の
種
の
模
合
の
座
元
と
し
て
内
間
家
の
よ
う
な
富
裕
層
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
、
同
家
の
金
融
業
が
宜
野
湾
・
浦
添
を
中
心
に
周
辺
の
間
切
や
町
方
に
ま
で
及
ん
で
い
た
状
況
を
想
定
し
て
い
た
が
た
め
に
、
推
測

の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
沖
縄
島
中
南
部
と
い
う
地
域
設
定
を
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
認
識
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
は
、
内
間
家
に
関
す
る
徹
底
し
た
リ
サ
ー
チ
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
未

だ
に
な
し
え
て
い
な
い
私
は
、
『
宜
野
湾
市
史
』
の
解
題
時
点
の
理
解
よ
り
先
に
進
ん
で
は
い
な
い
。

胸
４
～
ｕ
が
明
治
一
四
～
一
一
一
年
に
ま
た
が
る
模
合
の
存
在
を
証
明
す
る
史
料
で
あ
り
、
ま
た
、
恥
１
～
３
が
同
治
六
～
一
三
年
も

し
く
は
明
治
一
一
一
～
一
九
年
の
い
ず
れ
か
に
ま
た
が
る
模
合
だ
と
し
た
場
合
、
両
者
の
座
元
は
同
一
人
（
あ
る
い
は
同
一
家
）
だ
と
想

定
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
模
合
を
差
配
で
き
る
だ
け
の
信
用
と
財
力
を
持
つ
者
が
琉
球
処
分
を
は
さ
む
近
世
末
～
近
代

初
期
の
時
点
に
存
在
し
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

拠
を
提
示
で
き
な
い
で
い
る
。

の
五
・
六
・
七
の
各
月
の
請
取
証
文
に
相
当
す
る
。
私
は
後
者
の
ほ
う
の
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
明
確
な
根
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受
取
の
金
額
の
銅
銭
高
が
い
１
～
３
で
四
九
一
・
四
九
一
一
・
四
九
一
一
一
貫
文
、
恥
４
～
ｕ
で
四
九
一
・
四
九
三
四
・
四
九
五
（
半
方
取

の
合
計
）
・
四
九
六
・
四
九
七
・
四
九
八
・
四
九
九
・
五
○
○
・
五
○
一
貫
文
と
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と

は
今
の
と
こ
ろ
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
半
方
取
」
と
い
う
用
例
が
二
件
登
場
す
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
回
（
一
月
）
の
受
取
分
を

折
半
す
る
方
式
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
財
力
の
格
差
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
も
判
ら
な
い
。
ま
た
、
具
体
的
な
人

名
で
は
な
く
、
口
入
を
伴
わ
な
い
「
模
合
人
数
中
」
と
い
う
肩
書
き
で
「
御
物
取
」
と
名
乗
る
事
例
が
二
点
（
表
１
の
９
と
皿
）
登
場

し
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
明
部
分
を
残
し
た
う
え
で
、
と
り
あ
え
ず
の
検
討
結
果
を

『
宜
野
湾
市
史
』
第
四
巻
段
階
を
ふ
ま
え
つ
つ
提
示
し
た
。

な
お
、
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
仲
原
善
忠
文
庫
に
は
三
件
の
模
合
関
係
文
書
が
あ
り
、
本
来
な
ら
ば
そ
の
分
析
結
果
を
ふ
ま

え
て
本
稿
を
草
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
「
模
合
帳
一
」
と
仮
題
さ
れ
た
文
書
の
表
題
に
は
「
光
緒
六
年
／
辰
四
月
九
日
波
平
村
東
リ
百

次
之
当
間
に
や
宅
江
相
揃
銅
銭
五
拾
貫
文
現
銭
持
参
書
留
帳
／
惣
人
数
中
」
、
「
模
合
帳
二
」
と
仮
題
さ
れ
た
文
書
の
表
題
に
は
「
辰

四
月
九
日
波
平
村
東
リ
百
次
之
当
間
に
や
宅
相
揃
候
銅
銭
五
拾
貫
文
模
合
面
立
井
番
居
模
居
シ
印
帳
／
模
合
人
数
中
」
と
あ
り
、
「
諸

人
数
吟
味
之
上
二
而
致
清
書
置
候
事
」
と
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
件
の
文
書
は
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
文
中
に
登
場
す
る

村
名
か
ら
判
断
し
て
、
光
緒
六
辰
年
（
一
八
八
○
Ⅱ
明
治
一
三
）
頃
に
読
谷
山
間
切
で
行
わ
れ
た
模
合
の
事
例
で
あ
る
。
模
合
の
運
営

や
参
加
者
の
実
態
が
判
る
貴
重
な
史
料
で
は
あ
る
が
、
難
解
な
た
め
私
は
そ
の
文
書
の
分
析
に
ま
だ
成
功
し
て
い
な
い
。
今
一
つ
は

「
模
合
帳
」
の
仮
題
を
持
つ
短
い
も
の
だ
が
、
三
二
名
の
人
名
を
列
挙
す
る
だ
け
で
あ
り
、
い
か
な
る
性
格
の
史
料
か
は
不
明
で
あ
る
。

人
名
の
肩
書
に
登
場
す
る
村
名
か
ら
美
里
間
切
の
も
の
と
見
ら
れ
、
お
そ
ら
く
模
合
参
加
人
数
の
一
覧
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
仲
原
文
庫
蔵
の
模
合
関
係
史
料
が
含
む
情
報
を
抜
き
に
本
稿
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

④
そ
の
他
の
問
題
点
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参
考
文
献
（
引
用
順
）

『
浦
添
市
史
』
第
二
巻
資
料
編
１
・
浦
添
の
文
献
資
料
、
一
九
八
一
年
、
浦
添
市
役
所

『
沖
縄
市
史
』
第
二
巻
・
文
献
資
料
に
み
る
歴
史
、
一
九
八
四
年
、
沖
縄
市
役
所

『
宜
野
湾
市
史
』
第
四
巻
資
料
編
３
・
宜
野
湾
関
係
資
料
「
一
九
八
五
年
、
宜
野
湾
市
役
所

『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
一
巻
ｍ
・
琉
球
資
料
上
、
同
ｕ
・
琉
球
資
料
下
、
一
九
八
九
年
、
那
覇
市
役
所

『
宜
野
座
村
誌
』
第
四
巻
資
料
編
Ⅱ
．
文
献
資
料
上
、
一
九
八
八
年
、
宜
野
座
村
役
場

与
那
堅
亀
「
金
融
（
模
合
）
」
、
一
九
七
九
年
、
『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
二
巻
中
の
７
・
那
覇
の
民
俗
、
第
三
章
生
業
第
五
節
商
業

の
六
項
。
氏
に
は
『
沖
縄
の
模
合
』
（
沖
縄
文
教
出
版
）
が
あ
る
由
だ
が
、
参
照
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
模
合
の
種
別
や
運
用
に
つ
い
て
記
述
し
た
と
こ
ろ
の
与
那
堅
亀
氏
の
「
金
融
（
模
合
）
」
（
『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
二
巻
中
の

７
、
一
九
七
九
年
）
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
氏
の
経
験
や
伝
聞
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
承
知
で
き
る
も
の
の
、
文
意
が
わ
か
り

に
く
い
た
め
に
本
稿
で
は
活
用
で
き
な
か
っ
た
。

模
合
の
運
用
や
実
態
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
模
合
請
取
証
文
が
突
破
口
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
も
、
な

お
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
く
横
た
わ
る
点
を
肝
に
銘
じ
た
い
。

（
二
○
○
五
年
七
月
稿
）

１８６


